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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置であ
って、
　前記帯域制御装置と対向する対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線
の帯域状態を取得する帯域状態取得手段と、
　前記帯域状態取得手段により取得した各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置にお
ける各ユーザ端末の上り方向の回線の帯域を制御する帯域制御手段と、
　を有することを特徴とする帯域制御装置。
【請求項２】
　前記帯域制御手段は、
　前記各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置における上り方向の集線信号の帯域を
、各ユーザ端末の上り方向の回線に対して割り当て、前記帯域制御装置における各ユーザ
端末の上り方向の回線の帯域を制御することを特徴とする請求項１記載の帯域制御装置。
【請求項３】
　前記帯域制御手段は、
　前記各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置における上り方向の集線信号の帯域を
、各ユーザ端末の上り方向の回線に対して多段階で割り当てることを特徴とする請求項２
記載の帯域制御装置。
【請求項４】
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　前記帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線の帯域状態を収集し、該収集
した各回線の帯域状態を前記対向帯域制御装置に通知する帯域状態通知手段を有すること
を特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の帯域制御装置。
【請求項５】
　前記各回線の帯域状態は、複数の帯域状態に分類されており、
　前記帯域状態通知手段は、
　前記収集した各回線の帯域状態に対し、該帯域状態の分類に応じた重み付けを施し、該
重み付けを施した各回線の帯域状態を前記対向帯域制御装置に通知することを特徴とする
請求項４記載の帯域制御装置。
【請求項６】
　前記帯域状態通知手段は、
　前記帯域制御装置における各ユーザ端末の回線収納数の上限値をｎ（ｎは、任意の整数
）とし、前記各回線の帯域状態の分類数をｍ（ｍは、任意の整数）とした場合、（［ｌｏ
ｇ・ｍ］＋１）×ｎビット（但し［］は、ガウス記号）で、前記帯域状態を前記対向帯域
制御装置に通知することを特徴とする請求項５記載の帯域制御装置。
【請求項７】
　前記（［ｌｏｇ・ｍ］＋１）×ｎにおいて、対数の底を２とし、前記（［ｌｏｇ・ｍ］
＋１）が２の累乗となる場合には、前記（［ｌｏｇ・ｍ］）＋１）×ｎを、（［ｌｏｇ・
ｍ］）×ｎとしてビットを算出することを特徴とする請求項６記載の帯域制御装置。
【請求項８】
　前記帯域状態通知手段は、
　前記帯域状態を、ＴＣＰヘッダのＯｐｔｉｏｎ　Ｆｉｅｌｄに挿入して前記対向帯域制
御装置に通知することを特徴とする請求項４から７の何れか１項に記載の帯域制御装置。
【請求項９】
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置で行
う帯域制御方法であって、
　前記帯域制御装置と対向する対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線
の帯域状態を取得する帯域状態取得工程と、
　前記帯域状態取得工程により取得した各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置にお
ける各ユーザ端末の上り方向の回線の帯域を制御する帯域制御工程と、
　を有することを特徴とする帯域制御方法。
【請求項１０】
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置にお
いて実行される帯域制御プログラムであって、
　前記帯域制御装置と対向する対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線
の帯域状態を取得する帯域状態取得処理と、
　前記帯域状態取得処理により取得した各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置にお
ける各ユーザ端末の上り方向の回線の帯域を制御する帯域制御処理と、
　を、前記帯域制御装置に実行させることを特徴とする帯域制御プログラム。
【請求項１１】
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置と、
前記帯域制御装置と対向して接続される対向帯域制御装置と、を有して構成される帯域制
御システムであって、
　前記対向帯域制御装置は、
　前記対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線の帯域状態を収集し、該
収集した各ユーザ端末の下り方向の回線の帯域状態を前記帯域制御装置に通知する帯域状
態通知手段を有し、
　前記帯域制御装置は、
　前記対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線の帯域状態を取得する帯
域状態取得手段と、
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　前記帯域状態取得手段により取得した前記対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下
り方向の回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置における各ユーザ端末の上り方向の回
線の帯域を制御する帯域制御手段と、
　を有することを特徴とする帯域制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話線などのメタリックケーブルで数Ｍビット／秒の高速データ伝送を可能
とするｘＤＳＬ（ｘ　Digital  Subscriber  Line）（ｘは、Ａ、Ｓ、Ｖ等の総称）、Ｆ
ＴＴｘ（Fiber  To  The　ｘ）（ｘは、Ｂ、Ｃ、Ｃａｂ、Ｈ等の総称）に適用される帯域
制御装置、帯域制御方法、帯域制御プログラム及び帯域制御システムに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電話線などのメタリックケーブルで、数Ｍビット／秒の高速データ伝送を可能と
するｘＤＳＬ（ｘ　Digital  Subscriber  Line）（ｘは、Ａ、Ｓ、Ｖ等の総称）、ＦＴ
Ｔｘ（Fiber  To  The　ｘ）（ｘは、Ｂ、Ｃ、Ｃａｂ、Ｈ等の総称）技術に注目が集まっ
ている。中でも、注目を集めているのが、ＡＤＳＬ（Asymmetric　Digital  Subscriber 
 Line）である。このＡＤＳＬは、上り方向と下り方向とで伝送速度が異なっており、こ
の非対称性がインターネットのアクセスに適している。この、ＡＤＳＬやＦＴＴＨ（Fibe
r  To  The　Home）の普及により、アクセス回線のブロードバンド化が急速に進展してい
るのが現状である。
【０００３】
　まず、図１を参照しながら、一般的な伝送システムのシステム構成について説明する。
なお、図１は、アクセス回線終端装置を適用したインターネット接続サービスのネットワ
ーク構成例を示したものである。
【０００４】
　エンドユーザ宅においては、パソコン端末（ＰＣ）（１１１）が、宅内装置（ＣＰＥ：
　Customer　Premises　Equipment）（１１０）を通じてアクセス回線（subscriber　Lin
es）（１０９）に接続される。
【０００５】
　また、電話局側においては、上記の複数のアクセス回線（１０９）を終端し、１本の高
速信号（１０５）に集線するアクセス回線終端装置（ＡＭ：Access　Multiplexer）（１
０６）が設置される。
【０００６】
　なお、アクセス回線終端装置（１０６）内には、回線終端部（ＬＴＵ：Line　Terminat
ion  Unit）（１０８）と、集線部（ＩＧＵ：Integrated　Gateway  Unit）（１０７）と
、が搭載される。なお、集線部（１０７）では信号の多重化と共に、必要に応じて信号の
プロトコル変換を行うことになる。
【０００７】
　なお、アクセス回線終端装置（１０６）は、スイッチやルータ（１０４）と接続し、ア
クセス回線終端装置（１０６）において集線された集線信号（１０５）は、スイッチやル
ータ（１０４）を経由してインターネット（１０３）に出力されることになる。
【０００８】
　また、インターネット（１０３）は、再びスイッチやルータ（１０２）と接続し、イン
ターネット（１０３）に出力された集線信号（１０５）がこのスイッチやルータ（１０２
）を経由してＩＳＰサーバ（１０１）などに出力されることになる。
【０００９】
　なお、図１に示すクライアント・サーバ型のインターネットアクセスでは、上り方向の
トラフィックが下り方向のトラフィックに比べて非常に少ないという特徴があり、アクセ
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ス回線終端装置（１０６）における上り方向のトラフィックの帯域制御は、それほど重要
視されていなかったのが現状である。
【００１０】
　次に、図２を参照しながら、図１に示す伝送システムの概略構成について説明する。な
お、図２は、図１に示す伝送システムを簡略化したシステム構成図である。
【００１１】
　図２に示す伝送システムは、（２０１）がサーバ、（２０２）がネットワーク、（２０
３）がアクセス回線終端装置、（２０４）が集線信号、（２０５）がアクセス回線、（２
０６）がユーザ端末を示す。
【００１２】
　この図２に示す伝送システムのシステム構成は、クライアント・サーバ型のシステム構
成であり、アクセス回線（２０５）の上り方向のトラフィックが下り方向のトラフィック
に比べて非常に少ない非対称性を特徴とするものである。
【００１３】
　しかしながら、近年ではユーザ端末（２０６）同士がネットワーク（２０２）を介して
通信処理を行うＰ２Ｐ（ピア・ツー・ピア）の通信形態が増加しているのが現状である。
なお、具体的なアプリケーションとしては、テレビ会議やファイル交換などが挙げられる
。以下、図３を参照しながら、Ｐ２Ｐ（ピア・ツー・ピア）の通信形態について説明する
。なお、図３は、Ｐ２Ｐ（ピア・ツー・ピア）型のシステム構成例を示す。
【００１４】
　Ｐ２Ｐ（ピア・ツー・ピア）の通信形態の場合には、例えば、図３に示すように、ユー
ザ端末（３０１、３０５、３０７）同士がアクセス回線終端装置（３０２、３０４、３０
６）、及び、ネットワーク（３０３）を介して対等の立場で通信処理を行うことになる。
なお、ユーザ端末（３０１、３０５、３０７）間にプロバイダのルータやスイッチが介在
する場合もあるが図３のシステム構成においては省略する。
【００１５】
　なお、図２に示すクライアント・サーバ型のインターネットアクセスでは、上り方向の
トラフィックが下り方向のトラフィックに比べて非常に少ないため、アクセス回線終端装
置（３０２、３０４、３０６）における上り方向の帯域制御は、それほど重要視されてい
なかったのが現状である。しかしながら、図３に示すＰ２Ｐ（ピア・ツー・ピア）の通信
形態では、上り方向のトラフィックと、下り方向のトラフィックと、がほぼ拮抗する通信
形態となるため、上り方向のトラフィックの帯域確保やトラフィックの公平性の実現が重
要な課題となっている。
【００１６】
　なお、ｘＤＳＬ（ｘ　Digital  Subscriber  Line）（ｘは、Ａ、Ｓ、Ｖ等の総称）に
代表されるように、アクセス回線にはベストエフォートサービスを提供するものが多く、
そのベストエフォートサービスは、ユーザ端末（３０１、３０５、３０７）間の距離、伝
送路となるアクセス回線の状態、ユーザ端末（３０１、３０５、３０７）の性能等の条件
の違いにより、各ユーザ端末（３０１、３０５、３０７）において適用される獲得レート
（伝送速度）が変動することになる。
【００１７】
　下り方向のトラフィックは、ネットワーク（３０３）側の集線信号がブロードキャスト
によって各アクセス回線に供給される場合が多く、その場合、アクセス回線終端装置（３
０２、３０４、３０６）においては、各アクセス回線間の帯域制御を行う必要がなくなる
。しかしながら、上り方向のトラフィックについてはアクセス回線がアクセス回線終端装
置（３０２、３０４、３０６）で集線され、尚かつ、帯域がインタフェース速度の上限値
で制限される場合には、アクセス回線終端装置（３０２、３０４、３０６）において帯域
制御を行う必要がある。
【００１８】
　通常、各アクセス回線には等しい帯域が割り当てられるように、アクセス回線終端装置
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（３０２、３０４、３０６）に対して帯域を設定することになる。ところが、ネットワー
ク（３０３）を介して対向しているユーザ端末（３０１、３０５、３０７）の下り方向の
アクセス回線の獲得レートが、この設定値を下回る場合には、集線信号の帯域が無駄に消
費されてしまうことになる。また、対向側のユーザ端末（３０１、３０５、３０７）にお
いて最終的に廃棄されることになる無駄なパケットを流入させてしまうと、ネットワーク
（３０３）に対し無用な負荷を与えることになり、輻輳を生じさせる原因にも繋がること
になる。
【００１９】
　また、アクセス回線終端装置（３０２、３０４、３０６）において帯域設定が静的にな
され、対向するユーザ端末（３０１、３０５、３０７）のアクセス回線を切断することに
なっても、その切断されたアクセス回線に割り当てられた帯域を他のアクセス回線に使用
することは不可能である。このように、帯域を静的に設定し、アクセス回線を公平に取り
扱う方法では、対向側のアクセス回線の物理的状態やユーザ端末の性能といった条件の好
悪を忠実にサービスに反映させ、集線信号の帯域を有効的に使用することは困難となる。
【００２０】
　なお、本発明より先に出願された技術文献として、データ伝送媒体（７）を介して幾つ
かのネットワーク終端装置（８）に接続された少なくとも１つの回線終端装置（２）であ
って、各ネットワーク終端装置（８）には、ネットワーク終端装置（８）に接続されたデ
ータ通信装置（９）がデータを送信する時データ送信要求メッセージを生成するための要
求メッセージ発生器（２３）が備えられている前記回線終端装置（２）と、データ伝送媒
体（７）を介して、生成された要求メッセージが含まれるアップストリーム・データ・フ
レームを回線終端装置（２）に送信するためのｘＤＳＬ送受信機（２０）と、を有するデ
ータ伝送ネットワークであって、前記回線終端装置（２）には、ネットワーク終端装置（
８）の記憶されたステータス情報データに依存して、要求メッセージを送信したネットワ
ーク終端装置（８）を選択するための選択ユニット（６６）と、選択されたネットワーク
終端装置（８）に対するデータ送信許可メッセージを生成するための許可メッセージ発生
器（６８）と、データ伝送媒体（７）を介して、生成された許可メッセージが含まれるダ
ウンストリーム・データ・フレームをネットワーク終端装置（８）に一斉送信するための
ｘＤＳＬ送受信機（２０）と、が備えられているデータ伝送ネットワークが開示された文
献がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特表２００４－５１９９７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　なお、上記特許文献１は、本願発明の前提となる図１と同様なシステム構成が開示され
ているが、回線終端装置（２）における帯域状態を取得し、該取得した帯域状態を基に、
最適な帯域状態となるよう制御し、帯域の有効活用を図ることについては何ら考慮された
ものではない。
【００２２】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、帯域の有効活用を図ることを可能とす
る帯域制御装置、帯域制御方法、帯域制御プログラム及び帯域制御システムを提供するこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　かかる目的を達成するために、本発明は以下の特徴を有することとする。
【００２４】
　本発明にかかる帯域制御装置は、
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置であ
って、
　前記帯域制御装置と対向する対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線
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の帯域状態を取得する帯域状態取得手段と、
　前記帯域状態取得手段により取得した各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置にお
ける各ユーザ端末の上り方向の回線の帯域を制御する帯域制御手段と、
　を有することを特徴とする。
【００２５】
　本発明にかかる帯域制御方法は、
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置で行
う帯域制御方法であって、
　前記帯域制御装置と対向する対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線
の帯域状態を取得する帯域状態取得工程と、
　前記帯域状態取得工程により取得した各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置にお
ける各ユーザ端末の上り方向の回線の帯域を制御する帯域制御工程と、
　を有することを特徴とする。
【００２６】
　本発明にかかる帯域制御プログラムは、
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置にお
いて実行される帯域制御プログラムであって、
　前記帯域制御装置と対向する対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線
の帯域状態を取得する帯域状態取得処理と、
　前記帯域状態取得処理により取得した各回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置にお
ける各ユーザ端末の上り方向の回線の帯域を制御する帯域制御処理と、
　を、前記帯域制御装置に実行させることを特徴とする。
【００２７】
　本発明にかかる帯域制御システムは、
　各ユーザ端末の回線を統合し、各ユーザ端末の回線の帯域を制御する帯域制御装置と、
前記帯域制御装置と対向して接続される対向帯域制御装置と、を有して構成される帯域制
御システムであって、
　前記対向帯域制御装置は、
　前記対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線の帯域状態を収集し、該
収集した各ユーザ端末の下り方向の回線の帯域状態を前記帯域制御装置に通知する帯域状
態通知手段を有し、
　前記帯域制御装置は、
　前記対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下り方向の回線の帯域状態を取得する帯
域状態取得手段と、
　前記帯域状態取得手段により取得した前記対向帯域制御装置における各ユーザ端末の下
り方向の回線の帯域状態を基に、前記帯域制御装置における各ユーザ端末の上り方向の回
線の帯域を制御する帯域制御手段と、
　を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明によれば、帯域制御装置において制御する各伝送媒体の帯域状態を割り当て、該
割り当てた帯域状態を基に、各伝送媒体の帯域状態を制御することで、帯域の有効活用を
図ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　まず、図４を参照しながら、本実施形態における帯域制御システムの特徴について説明
する。
【００５２】
　本実施形態における帯域制御システムは、複数の伝送媒体（４１６、４１７）を統合し
、各伝送媒体（４１６、４１７）の帯域状態を制御する帯域制御装置（４０１）と、帯域
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制御装置（４０１）とネットワーク（４０３）を介して対向して接続される対向帯域制御
装置（４０２）と、を有して構成される帯域制御システムである。
【００５３】
　上記構成からなる帯域制御システムにおいて、まず、対向帯域制御装置（４０２）は、
各伝送媒体の帯域状態を収集し、該収集した各伝送媒体の帯域状態を帯域制御装置（４０
１）に通知する。そして、帯域制御装置（４０１）は、対向帯域制御装置（４０２）にお
ける帯域状態を取得し、該取得した対向帯域制御装置（４０２）における帯域状態を基に
、帯域制御装置（４０１）において制御する各伝送媒体（４１６）の帯域状態を割り当て
、該割り当てた帯域状態を基に、各伝送媒体（４１６）の帯域状態を制御することになる
。これにより、帯域の有効活用を図ることが可能となる。以下、添付図面を参照しながら
、本実施形態における帯域制御システムについて説明する。
【００５４】
　まず、図４を参照しながら、本実施形態の帯域制御システムのシステム構成について説
明する。なお、図４には、複数のアクセス回線終端装置を適用した帯域制御システムの全
体構成を示す。
【００５５】
　本実施形態における帯域制御システムは、複数のアクセス回線終端装置（４０１、４０
２）がネットワーク（４０３）を介して接続されて構成される。なお、アクセス回線終端
装置（４０１）には、ユーザ端末（４０４～４０９）が接続されており、アクセス回線終
端装置（４０２）には、ユーザ端末（４１０～４１５）が接続されている。
【００５６】
　なお、（４１６）は入力（上り）方向のアクセス回線を示し、（４１７）は出力（下り
）方向のアクセス回線を示す。また、（４１８）は上り方向の装置内バスを示し、（４１
９）は下り方向の装置内バスを示す。
【００５７】
　（４２０）は、集線部を示し、（４２１）は上り方向の集線信号を示し、（４２２）は
下り方向の集線信号を示す。また、（４２３）は、装置内制御部を示す。また、（４２４
）は、下り方向のアクセス回線の回線速度を計測する回線速度計測部を示し、（４２５）
は、回線速度計測部（４２４）で計測した回線速度を収集する装置内制御信号を示す。
【００５８】
　また、（４２６）は、上り方向のアクセス回線の帯域を制限する帯域制限部を示し、（
４２７）は、その帯域制限部（４２６）を制御するための装置内制御信号を示す。また、
（４２８）は、アクセス回線終端装置（４０１）の回線速度情報を対向側となるアクセス
回線終端装置（４０２）に送信するための装置間制御信号を示し、（４２９）は、対向側
のアクセス回線終端装置（４０２）の回線速度情報を受信するための装置間モニタ信号を
示す。
【００５９】
　なお、下り方向の集線信号（４２２）は、アクセス回線終端装置（４０１）内の下り方
向の装置内バス（４１９）を経由し、ブロードキャストにより各アクセス回線（４１７）
に供給されることになる。
【００６０】
　これに対し、上り方向は、集線部（４２０）で各アクセス回線（４１６）の信号を多重
化し、集線信号（４２１）を形成することになる。
【００６１】
　（４２６）は、帯域制限部であり、上り方向のアクセス回線の帯域状態を制限する機能
を有している。（４２７）は、装置内制御信号を示し、図５に示す制御情報を構築し、該
構築した制御情報をアクセス回線終端装置（４０１、４０２）間で送受信することになる
。
【００６２】
　なお、図５に示す制御情報は、ＴＣＰ／ＩＰのネットワーク環境下におけるパケット構
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成例を示し、図５に示すようにＴＣＰヘッダのＯｐｔｉｏｎ　Ｆｉｅｌｄに対し、アクセ
ス回線の回線速度情報を挿入することになる。
【００６３】
　次に、図６を参照しながら、本実施形態の帯域制御システムにおける処理動作について
説明する。なお、図６は、アクセス回線終端装置（５０１、５０２）がネットワーク（５
０３）を介して１：１に対向し、同じ対向位置のユーザ端末同士で通信処理を行っている
ものとする。
【００６４】
　即ち、ユーザ端末（５０４）とユーザ端末（５１０）とが通信処理を行っており、ユー
ザ端末（５０５）とユーザ端末（５１１）とが通信処理を行っており、ユーザ端末（５０
６）とユーザ端末（５１２）とが通信処理を行っており、ユーザ端末（５０７）とユーザ
端末（５１３）とが通信処理を行っており、ユーザ端末（５０８）とユーザ端末（５１４
）とが通信処理を行っており、ユーザ端末（５０９）とユーザ端末（５１５）とが通信処
理を行っているものとする。
【００６５】
　なお、図６に示すシステム構成において、ユーザ端末の記号は、アクセス回線出力（下
り）方向の状態を示している。例えば、下り方向のアクセス回線の速度（獲得レート）を
０Ｍｂｐｓ（回線断）（５０８）、０～２Ｍｂｐｓ（５０６）、２～４Ｍｂｐｓ（５０４
）、４～６Ｍｂｐｓ（５０５）の４つに分類する。
【００６６】
　なお、本実施形態におけるアクセス回線終端装置（５０１）の回線速度計測部（５２４
）は、下り方向のアクセス回線（５１７）の回線速度を計測し、該計測した回線速度を制
御信号（５２５）により、装置内制御部（５２３）に送信することになる。
【００６７】
　装置内制御部（５２３）は、制御信号（５２５）を受信することで、各回線速度計測部
（５２４）において計測した下り方向のアクセス回線の回線速度を収集し、該収集した回
線速度の分類処理を行うことになる。この時、装置内制御部（５２３）は、獲得レート０
Ｍｂｐｓ（回線断）には「０」、０～２Ｍｂｐｓには「１」、２～４Ｍｂｐｓには「２」
、４～６Ｍｂｐｓには「３」という値の重み付けを行うことになる。
【００６８】
　これにより、装置内制御部（５２３）は、図６に示すシステム構成の場合には、ユーザ
端末（５０４）の下り方向の回線速度を「２」とし、ユーザ端末（５０５）の下り方向の
回線速度を「３」とし、ユーザ端末（５０６）の下り方向の回線速度を「１」とし、ユー
ザ端末（５０７）の下り方向の回線速度を「３」とし、ユーザ端末（５０８）の下り方向
の回線速度を「０」とし、ユーザ端末（５０９）の下り方向の回線速度を「１」と決定す
ることになる。
【００６９】
　次に、装置内制御部（５２３）は、上り方向の装置間制御信号（５２８）により、アク
セス回線終端装置（５０１）内に収容する下り方向の各アクセス回線（５１７）の回線速
度情報を対向側となるアクセス回線終端装置（５０２）に転送する。
【００７０】
　具体的には、装置内制御部（５２３）は、アクセス回線終端装置（５０１）内に収容す
る下り方向のアクセス回線（５１７）毎に確立するコネクションをモニタし、該モニタし
た下り方向のアクセス回線（５１７）の回線速度情報を、ＴＣＰヘッダのＯｐｔｉｏｎ　
Ｆｉｅｌｄに挿入し、対向側となるアクセス回線終端装置（５０２）に送信することにな
る。
【００７１】
　このように、本実施形態におけるアクセス回線終端装置（５０１）は、アクセス回線の
回線状態を転送する際に、ＴＣＰヘッダを使用することで、エンド・エンド間での情報転
送を確保することが可能となる。即ち、アクセス回線の回線状態を転送する際に、ＩＰヘ
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ッダを使用する場合には、アクセス回線終端装置（５０１、５０２）間にＮＡＴ（Networ
k  Address　Translator）等が介在した場合に、ＩＰヘッダが書き換えられ、情報が消失
する可能性を生じることになるが、本実施形態のように、ＴＣＰヘッダを使用することで
、情報の消失を未然に防止することが可能となる。
【００７２】
　次に、アクセス回線終端装置（５０１）の対向側となるアクセス回線終端装置（５０２
）は、装置内制御部（５３０）においてアクセス回線終端装置（５０１）から送信される
装置間モニタ信号（５２９）を受信し、ＴＣＰヘッダのＯｐｔｉｏｎ　Ｆｉｅｌｄをモニ
タする。これにより、装置内制御部（５３０）は、対向側となるアクセス回線終端装置（
５０１）の下り方向のアクセス回線（５１７）の回線速度を取得することになる。
【００７３】
　次に、装置内制御部（５３０）は、アクセス回線終端装置（５０１）から取得した下り
方向のアクセス回線（５１７）の回線速度を基に、アクセス回線終端装置（５０１）にお
ける下り方向のアクセス回線の合計レートを算出し、該算出した合計レートを基に、アク
セス回線終端装置（５０２）における上り方向の集線信号の帯域を上り方向の各アクセス
回線に対して割り当てることになる。
【００７４】
　なお、図６に示すシステム構成において、装置内制御部（５３０）が、アクセス回線醜
態装置（５０１）から受信した各アクセス回線の回線速度情報を集計すると、「０×１」
＋「１×２」＋「２×１」＋「３×２」により「１０」となる。このため、上り方向の集
線信号の帯域を１０Ｍｂｐｓとすると、ユーザ端末（５１０）の上り方向のアクセス回線
の帯域には２Ｍｂｐｓ、ユーザ端末（５１１）の上り方向のアクセス回線の帯域には３Ｍ
ｂｐｓ、ユーザ端末（５１２）の上り方向のアクセス回線の帯域には１Ｍｂｐｓ、ユーザ
端末（５１３）の上り方向のアクセス回線の帯域には３Ｍｂｐｓ、ユーザ端末（５１４）
の上り方向のアクセス回線の帯域には０Ｍｂｐｓ、ユーザ端末（５１５）の上り方向のア
クセス回線の帯域には１Ｍｂｐｓを割り当てることになる。
【００７５】
　装置内制御部（５３０）は、装置内制御信号（５２７）を各帯域制限部（５２６）に送
信し、上り方向のアクセス回線の帯域を制御し、上り方向のアクセス回線の回線速度を調
整することになる。
【００７６】
　なお、アクセス回線終端装置（５０１）と対向側となるアクセス回線終端装置（５０２
）においても、上述したアクセス回線終端装置（５０１）と同様の処理を行うことになる
。
【００７７】
　すなわち、ユーザ端末（５１０～５１５）の下り方向のアクセス回線の回線速度情報を
、対向側となるアクセス回線終端装置（５０１）に転送し、ユーザ端末（５０４～５０９
）の上り方向のアクセス回線の回線速度を調整することになる。
【００７８】
　このように、本実施形態における帯域制御システムは、アクセス回線終端装置（５０１
、５０２）が、下り方向のアクセス回線の回線速度を収集し、該収集した下り方向のアク
セス回線の回線速度情報を対向側となるアクセス回線終端装置（５０２、５０１）に送信
することで、対向側となるアクセス回線終端装置（５０２、５０１）は、その受信した下
り方向のアクセス回線の回線速度情報を基に、上り方向の各アクセス回線の帯域を割り当
て、ネットワーク（５０３）上に適切なトラフィック量を流入させるように制御すること
で、ネットワーク（５０３）上への無駄なパケットの流入を防止し、ネットワーク（５０
３）を効率的に使用することが可能となる。
【００７９】
　なお、上述した一連の処理は、アクセス回線の獲得レート（伝送速度）を３段階に分類
し、該分類した獲得レートに対して所定の重み付けを付与し、上り方向の各アクセス回線
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の帯域を割り当てるように制御したが、アクセス回線の獲得レートの分類は、回線速度情
報に使用するビット数で決定することになる。
【００８０】
　一般的に、各アクセス回線終端装置（５０１、５０２）における回線収容数をｎ（ｎは
、整数）、各アクセス回線の獲得レートをｍ段階（ｍは、整数）に分け、アクセス回線終
端装置（５０１、５０２）間で回線速度情報を交換するためには、（［ｌｏｇ・ｍ］＋１
）×ｎビット必要となる。なお、［］はガウス記号を示し、対数の底は２とする。
【００８１】
　なお、ｍが２の累乗となる場合には、ガウス記号の後の＋１は不要となる。即ち、（［
ｌｏｇ・ｍ］）×ｎビットとなる。なお、図６に示す構成例では、［ｌｏｇ４］×６＝１
２ビットとなる。
【００８２】
　なお、ＴＣＰ／ＩＰの通信形態においては、回線速度情報を、ＴＣＰヘッダのＯｐｔｉ
ｏｎ　Ｆｉｅｌｄに挿入することになる。なお、１つの物理回線に対して複数のＴＣＰコ
ネクションが存在する場合には、全てのＴＣＰヘッダのＯｐｔｉｏｎ　Ｆｉｅｌｄに対し
て同じ回線速度情報を挿入して送信することになる。
【００８３】
　なお、受信側となるアクセス回線終端装置では、複数の物理回線の回線速度情報が通知
される場合があるが、この場合には、予め規則を定め、１つの回線速度情報に集約させる
ように制御することになる。この制御方法としては、例えば、複数の物理回線の回線速度
情報を基に、平均値を算出するように制御する制御方法や、ＴＣＰポート番号からアプリ
ケーションを識別し、加重平均値を算出するように制御したりする制御方法などが挙げら
れる。
【００８４】
　このように、本実施形態における帯域制御システムは、各アクセス回線終端装置（５０
１、５０２）内に収容される下り方向のアクセス回線の回線速度を、対向側となるアクセ
ス回線終端装置（５０２、５０１）に送信し、その対向側となるアクセス回線終端装置（
５０２、５０１）内に収容される上り方向のアクセス回線の帯域制御に反映させることに
なる。
【００８５】
　なお、一般的に、上り方向のアクセス回線間の帯域を公平に保つ、或いは、傾斜をつけ
る場合には、ネットワーク制御システム（ＮＭＳ：　Network  Management  Station）等
から各アクセス回線に対して帯域の割当設定を行うことになる。
【００８６】
　しかしながら、上記の一般的な方法では、アクセス回線終端装置（５０１、５０２）内
に収容されるアクセス回線の出力状態（アクセス回線の信号の稼動／不稼動、回線速度）
を、ネットワーク（５０３）を介して接続される対向側のアクセス回線終端装置（５０２
、５０１）の集線信号の帯域配分に動的に反映させることが困難となる。
【００８７】
　これに対し、本実施形態における帯域制御システムは、各アクセス回線終端装置（５０
１、５０２）内に収容される下り方向のアクセス回線の帯域状態や回線速度を、ネットワ
ーク（５０３）を介して対向側のアクセス回線終端装置（５０２、５０１）に通知し、対
向側のアクセス回線終端装置（５０２、５０１）内に収容される上り方向のアクセス回線
の帯域配分に忠実かつリアルタイムに反映させることが可能となる。このため、スタティ
ックな設定制御に比べて、効率的にネットワークの帯域を使用することが可能となる。ま
た、不要なパケットをネットワーク（５０３）上に流入させないことになるため、ネット
ワーク（５０３）の負荷を軽減することが可能となる。
【００８８】
　なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発
明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を
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施した形態での実施が可能である。
【００８９】
　例えば、上記実施形態のアクセス回線終端装置における処理動作は、ハード構成ではな
く、コンピュータプログラム等のソフトウェアにより実行することも可能であり、また、
上記のプログラムは、光記録媒体、磁気記録媒体、光磁気記録媒体、または半導体等の記
録媒体に記録し、その記録媒体からプログラムを情報処理装置に読み込ませることで、上
述した処理動作を情報処理装置において実行させることも可能である。また、所定のネッ
トワークを介して接続されている外部機器からプログラムを情報処理装置に読み込ませる
ことで、上述した処理動作を情報処理装置において実行させることも可能である。
【００９０】
　また、上述した実施形態における帯域制御システムは、パケット交換方式を適用し、ア
クセス回線の回線状態や獲得レートを、パケットのヘッダ情報を用いて対向するアクセス
回線終端装置に対して通知することにしたが、上述した帯域制御システムに対し、回線交
換方式を適用し、アクセス回線の回線状態や、獲得レートを、主信号オーバヘッドを用い
て上述した実施形態と同様な通知及び制御を行うように構築することも可能である。
【００９１】
　また、各アクセス回線終端装置間を別線（別ネットワーク）経由で結び、上述した実施
形態と同様な通知及び制御を行うように構築することも可能である。
【００９２】
　また、上述した実施形態における帯域制御システムは、ネットワークを介してアクセス
回線終端装置が１：１に対向している場合のシステム構成を用いて説明したが、アクセス
回線終端装置がｎ：ｍ（ｎ、ｍは、整数）で対向している場合のシステム構成に拡張した
場合も、上述した実施形態と同様な通知及び制御を行うように構築することは可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明にかかる帯域制御装置、帯域制御方法、帯域制御プログラム及び帯域制御システ
ムは、電話線などのメタリックケーブルで数Ｍビット／秒の高速データ伝送を可能とする
ｘＤＳＬ（ｘ　Digital  Subscriber  Line）（ｘは、Ａ、Ｓ、Ｖ等の総称）、ＦＴＴｘ
（Fiber  To  The　ｘ）（ｘは、Ｂ、Ｃ、Ｃａｂ、Ｈ等の総称）に適用される伝送システ
ムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】従来のアクセス回線終端装置を適用したシステム構成を示す図である。
【図２】クライアント・サーバ型の通信形態のシステム構成を示す図である。
【図３】ピア・ツー・ピア型の通信形態のシステム構成を示す図である。
【図４】本実施形態における帯域制御システムのシステム構成を示す図である。
【図５】アクセス回線終端装置間で送受信される制御情報の構成例を示す図である。
【図６】本実施形態における帯域制御システムにおける処理動作を説明するための図であ
る。
【符号の説明】
【００９５】
　１０１　　ＩＳＰサーバ
　１０２　　ルータ
　１０３　　インターネット
　１０４　　スイッチ・ルータ
　１０５　　集線信号
　１０６　　アクセス回線終端装置
　１０７　　集線部
　１０８　　回線終端部
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　１０９　　アクセス回線
　１１０　　宅内装置
　１１１　　パソコン端末
　４０１、４０２　　アクセス回線終端装置
　４０３　　ネットワーク
　４０４～４１５　　ユーザ端末
　４１６　　アクセス回線（上り方向）
　４１７　　アクセス回線（下り方向）
　４１８　　装置内バス（上り方向）
　４１９　　装置内バス（下り方向）
　４２０　　集線部
　４２１　　集線信号（上り方向）
　４２２　　集線信号（下り方向）
　４２３　　装置内制御部
　４２４　　回線速度計測部
　４２５、４２７、４２８　　装置内制御信号
　４２６　　帯域制限部
　４２９　　装置間モニタ信号

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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